
目
　
　
　
次�

�
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�
�
�
�
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�
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�
�
�

示�

告�

告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
西
部
創
造
）

一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る

公
示

（
商
業
支
援
課
）

一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
関
す
る

公
示

（

〃

）

二

○
古
笊
田
堰
枠
土
地
改
良
区
の
役
員
退

任
届

（
春
日
部
農
林
）

三

○
古
笊
田
堰
枠
土
地
改
良
区
の
清
算
人

就
任
届

（

〃

）

三

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
予
定

（
森
づ
く
り
課
）

三

○

〃

（

〃

）

三

○
桶
川
市
上
日
出
谷
南
特
定
土
地
区
画

整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所

の
届
出

（
市
街
地
整
備
課
）

三

○
上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地

区
画
整
理
審
議
会
委
員
選
挙
の
候
補

者

（
伊
奈
新
都
市
建
設
事
務
所
）

四

○
上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地

区
画
整
理
審
議
会
委
員
選
挙

（

〃

）

五

○
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の

指
定
の
な
い
区
域
の
面
積
及
び
区
域

内
の
建
築
物
に
係
る
数
値
の
変
更

（
建
築
指
導
課
）

五

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

五

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指

定
取
消
告
示

（
税

務

課
）

五

○
県
道
さ
い
た
ま
鴻
巣
線
の
供
用
の
開

始

（
北
本
県
土
）

五

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
飯
能
県
土
）

六

○
県
道
岩
殿
観
音
南
戸
守
線
の
供
用
の

開
始

（
東
松
山
県
土
）

六

○
一
般
国
道
百
四
十
号
の
区
域
の
変
更

（
秩
父
県
土
）

六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
行
田
県
土
）

七

○

〃

（
杉
戸
県
土
）

七

○
指
定
講
習
機
関
代
表
者
の
変
更
届
出

に
伴
う
公
安
委
員
会
告
示

（
運
転
教
育
課
）

七

埼玉県発行

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
創

造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
八
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
エ
ク
ア
ド
ル
の
子

ど
も
の
た
め
の
友
人
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

東
城

康
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
中
山
四
百
九
十
三
番

地
の
十

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
エ
ク
ア
ド
ル
の
人
々
が
、

自
ら
の
力
で
豊
か
な
社
会
を
築
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
教
育
、
福
祉
等
を
と
お
し
て
協

力
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
ク
ロ
ス
プ
ラ
ザ
久
喜

－１－
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久
喜
市
本
町
七
丁
目
千
百
四
十
六
番
一
外

ロ

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者

大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

取
締
役
社
長

板
倉
正
宏

東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
十
四
番
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

株
式
会
社
フ
ォ
ー
・
ユ
ー

代
表
取
締
役
社
長

清
水
孝
浩

香
川
県
高
松
市
今
里
町
二
丁
目
十
六
番
一
号

株
式
会
社
ゴ
ル
フ
・
ド
ゥ

代
表
取
締
役
社
長

伊
東
龍
也

さ
い
た
ま
市
中
央
区
上
落
合
二
丁
目
三
番
一
号

ブ
ッ
ク
オ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

佐
藤
弘
志

神
奈
川
県
相
模
原
市
古
淵
二
丁
目
十
四
番
二
十
号

株
式
会
社
あ
さ
ひ

代
表
取
締
役
社
長

下
田

進

大
阪
府
大
阪
市
都
島
区
大
東
町
二
丁
目
三
番
二
十
号

ハ

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
年
四
月
八
日

ニ

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
千
百
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

ホ

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

一
二
九
台

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

六
〇
台
（
外
自
動
二
輪

六
台
）

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

位
置

図
面
省
略

面
積

一
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

位
置

図
面
省
略

容
量

四
五
立
方
メ
ー
ト
ル

ヘ

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

午
前
十
時
か
ら
翌
午
前
〇
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
〇
時
三
十
分

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

位
置

図
面
省
略

二
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
か
ら
午
後
五
時

ト

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
七
月
三
十
日

二

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
十
四
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
東
部
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
十
四
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

須
藤
ビ
ル

幸
手
市
北
二
丁
目
五
番
四
号

二

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

－２－
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須
藤
製
糸
株
式
会
社

代
表
取
締
役

須
藤
盛
夫

茨
城
県
古
河
市
松
並
二
丁
目
十
八
番
十
号

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
三
条
第
一
項
に
定
め

る
基
準
面
積
以
下
と
な
っ
た
日

平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

古
笊
田
堰
枠
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

職

名

氏

名

住

所

理

事

山

田

浩

久
喜
市
大
字
北
中
曽
根
五
六
六
の
一

同

大
久
保

好

吉

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
大
字
台
二
四
〇
二
の
二

同

大

熊

泰

雄

同

同

同

三
箇
三
〇
七
三
の
二

同

砂

川

喜

義

久
喜
市
大
字
北
中
曽
根
一
二
六
七

同

関

根

友

造

同

同

同

一
五
六
七

同

中

野

善

治

同

同

同

一
二
九
六
の
一

同

松

岡

正

一

同

同

同

一
三
八
六

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
七
月
二
十
五
日
解
散
認
可
し
た
久
喜

市
の
古
笊
田
堰
枠
土
地
改
良
区
か
ら
清
算
人
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

清
算
人
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

山

田

浩

久
喜
市
大
字
北
中
曽
根
五
六
六
の
一

大
久
保

好

吉

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
大
字
台
二
四
〇
二
の
二

大

熊

泰

雄

同

同

同

三
箇
三
〇
七
三
の
二

砂

川

喜
太
郎

久
喜
市
大
字
北
中
曽
根
一
二
六
七

関

根

友

造

同

同

同

一
五
六
七

中

野

善

治

同

同

同

一
二
九
六
の
一

松

岡

正

一

同

同

同

一
三
八
六

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
号

次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予

定
で
あ
る
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

入
間
市
大
字
南
峯
字
中
桂
一
〇
八
八
の
二
、

一
〇
九
〇
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

耕
地
の
防
風

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
一
号

次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予

定
で
あ
る
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

入
間
市
大
字
南
峯
字
中
桂
一
〇
八
八
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

耕
地
の
防
風

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
二
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
桶
川
市
上
日
出
谷
南
特
定
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所

青

木

誉

豊

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷

三
〇
三
番
地

江

森

平

八

同

同

同

－３－
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一
〇
八
六
番
地
の
二

岸

壽

茂

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷

九
五
七
番
地
の
二

岸

隆

夫

同

同

同

一
〇
九
〇
番
地

岸

徳

雄

同

同

同

一
一
一
八
番
地

岸

紀

男

同

同

同

一
一
〇
九
番
地

熊

井

元

一

同

同

同

一
九
八
番
地

熊

井

靖

治

同

同

同

一
〇
七
八
番
地

小

池

勉

同

同

同

九
二
四
番
地
の
二
五

白

子

敏

夫

同

同

同

九
三
五
番
地

関

根

恒

雄

桶
川
市
大
字
下
日
出
谷

八
二
七
番
地
の
一
三
一

高

畑

武

夫

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷

一
〇
八
四
番
地
の
二

堤

章

同

同

同

一
〇
七
六
番
地
の
二
〇

長

島

榮

一

同

同

同

四
五
七
番
地

長

島

武

同

同

同

七
四
八
番
地

長

島

政

次

同

同

同

一
一
七
九
番
地

原

島

貞

夫

同

同

同

八
〇
番
地
の
一

原

島

忠

男

同

同

同

一
〇
三
番
地

松

菱

行

徳

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷

一
五
番
地
の
七

森

谷

金

治

同

同

同

九
八
一
番
地
の
一
二

就
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所

青

木

誉

豊

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷

三
〇
三
番
地

岩

崎

孝

男

同

同

同

一
一
〇
八
番
地

江

森

次

郎

同

同

同

八
三
七
番
地
の
八

江

森

平

八

同

同

同

一
〇
八
六
番
地
の
二

岸

壽

茂

同

同

同

九
五
七
番
地
の
二

岸

隆

夫

同

同

同

一
〇
九
〇
番
地

岸

徳

雄

同

同

同

一
一
一
八
番
地

岸

紀

男

同

同

同

一
一
〇
九
番
地

熊

井

元

一

同

同

同

一
九
八
番
地

熊

井

靖

治

同

同

同

一
〇
七
八
番
地

小

池

勉

同

同

同

九
二
四
番
地
の
二
五

白

子

敏

夫

同

同

同

九
三
五
番
地

関

根

恒

雄

桶
川
市
大
字
下
日
出
谷

八
二
七
番
地
の
一
三
一

堤

章

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷

一
〇
七
六
番
地
の
二
〇

長

島

榮

一

同

同

同

四
五
七
番
地

長

島

武

同

同

同

七
四
八
番
地

長

島

政

次

同

同

同

一
一
七
九
番
地

原

島

貞

夫

同

同

同

八
〇
番
地
の
一

原

島

忠

男

同

同

同

一
〇
三
番
地

森

谷

金

治

同

同

同

九
八
一
番
地
の
一
二

吉

澤

正

人

同

同

同

一
〇
七
四
番
地

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
三
号

平
成
十
九
年
八
月
十
九
日
に
行
う
上
尾
都
市

計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
審
議
会
委

員
選
挙
に
つ
い
て
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
第
二
十
四

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
候
補

者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

宅
地
の
所
有
者
の
う
ち
か
ら
選
挙
さ
れ
る

委
員
の
候
補
者

住

所

氏

名

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字

小
針
内
宿
千
四
百
四
十

番
地
一

齋
藤
周
孝

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字

羽
貫
五
百
七
十
二
番
地

加
藤
智
彦

北
足
立
郡
伊
奈
町
寿
一

丁
目
四
十
八
番
地
二

横
尾
忠
司

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字

小
針
内
宿
二
百
八
番
地

平
川
保
男

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字

大
針
六
百
一
番
地
一

森
田

誠

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字

小
針
内
宿
千
三
十
五
番

地

内
田
俊
男

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字

小
針
新
宿
二
百
三
十
八

番
地
一

田
口
�
英

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字

羽
貫
五
百
十
五
番
地
二

小
林
久
夫

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字

羽
貫
八
百
六
十
七
番
地

小
林

喬

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字

大
針
八
百
二
十
九
番
地

大
�
順
康

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字

小
針
内
宿
三
百
十
二
番

地

内
田

武

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字

羽
貫
二
百
四
番
地

野
川

勉

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字

小
針
新
宿
三
百
九
十
番

地

大
�
洋
明
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氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社

霜
田
商
店

代
表
者
の
氏
名

霜

田

秀

男

主
た
る
事
務
所

又
は
事
業
所
の

所
在
地

埼
玉
県
戸
田
市
美
女
木
四

丁
目
九
番
地
の
十
二

指
定
取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
三
十
日

二

宅
地
に
つ
い
て
借
地
権
を
有
す
る
者
の
う

ち
か
ら
選
挙
さ
れ
る
委
員
の
候
補
者

住

所

氏

名

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字

小
針
新
宿
千
三
十
三
番

地
四

関
口
忠
夫

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
四
号

平
成
十
九
年
八
月
十
九
日
に
行
う
上
尾
都
市

計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
審
議
会
委

員
選
挙
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
第
二
十

四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
候

補
者
の
数
が
選
挙
す
べ
き
数
を
超
え
な
い
の
で
、

同
令
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
投
票
を
行

わ
な
い
も
の
と
し
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

一
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
、
同
条
第

二
項
第
三
号
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
、

第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
及
び
別
表
第
三

�に
欄
五
の
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
区
域

の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
の
面
積

及
び
区
域
内
の
建
築
物
に
係
る
数
値
を
変
更
す

る
。な

お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都

市
整
備
部
建
築
指
導
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

変
更
に
係
る
区
域

三
郷
市
の
区
域
内
の
都
市
計
画
区
域
の
う
ち

用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日

指
令
飯
整
第
一
八
〇
〇
五
三
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
八
月
八
日
第
五
十
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
越
生
町
大
字
如
意
字
春
日
五
〇
〇

番
一
、
五
〇
〇
番
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
西
平
二
一
七
三

番
地

株
式
会
社

シ
バ
タ
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

芝
田

克
己

埼
玉
県
大
宮
県
税
事
務
所
長
告
示
第
二
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

十
六
号
）
第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取

り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
大
宮
県
税
事
務
所
長

根

岸

久

男

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
八
月
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長

齊

藤

善

孝

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

さ
い
た
ま
鴻
巣
線

上
尾
市
藤
波
三
丁
目
三
〇
五
番
地
先
か
ら
同
市
藤
波
二
丁
目
四
五
四
番

一
地
先
ま
で

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

延
長

七
〇
九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

－５－
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埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十

二
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

指
令
飯
整
第
一
九
〇
〇
〇
二
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
八
月
九
日

飯
整
第
一
九
〇
〇
二
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
阿
諏
訪
字
み
乃
字

一
二
五
六
番
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

毛
呂
山
町
大
字
大
谷
木
二
五
番
地
七

小
高
ア
パ
ー
ト
二
Ｆ

奥
野

も
え

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
八
月
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
八
月
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長

須

加

和

隆

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

百
四
十
号

三

道
路
の
区
域

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

県
道
岩
殿
観
音
南
戸
守

線

東
松
山
市
大
字
高
坂
字
反
町
九
十
三
番
地
先
か
ら
同
市
大
字
高
坂
字
反

町
一
○
九
番
一
地
先
ま
で

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

土
地
区
画
整
理
事
業

本
件
は
雨
水
管
埋
設
工
事
等
の
た
め
の
代
替
路
の
設
置
で
あ
る

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

秩
父
市
黒
谷
字
破
風
屋
五
三
〇
番
一
地
先
か
ら
同
市
黒
谷
字
天
水
六
八

〇
番
三
地
先
ま
で

九
・
八
〇
〜
一
五
・
〇
〇

二
八
五
・
七
〇

交
通
安
全
施
設
整
備
工
事
に
よ
る
拡
幅

新

一
三
・
五
〇
〜一

九
・
八
〇

－６－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十

二
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

並

木

孝

之

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
八
月
六
日

指
令
行
整
第
一
八
〇
〇
八
一
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
八
月
六
日
第
十
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
鴻
茎
字
北
谷
二
一

三
五
―
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
根
古
屋
六
四
三
番

地
四岡

野

浩
仁

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
十

三
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
四
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

榎

本

恵

樹

一

許
可
番
号

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
一
八
〇
一
六
〇
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
八
月
三
日

杉
整
第
六
四
一
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
葛
飾
郡
杉
戸
町
大
字
並
塚
字
南
前
七
三

三
―
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
葛
飾
郡
杉
戸
町
大
字
並
塚
七
二
八
番
地

武
井

義
雄

変
更
後

河
野
光
彦

変
更
前

入
野
吉
勝

変
更
事
項

代
表
者
の
氏
名

名
称

レ
イ
ン
ボ
ー
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

埼
玉
県
公
安
委
員
会
告
示
第
３２３
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５
年
法
律
第
１０５
号
）
第
１０８
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
指

定
講
習
機
関
か
ら
、指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則（
平
成
２
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）

第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。
平
成
１９
年
８
月
１４
日

埼
玉
県
公
安
委
員
会
委
員
長
由
木
義
文

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －７－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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